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歴史的風致維持向上計画の認定市町村が、認定計画の進捗状況や成果の発現状況の自己評価
をとおして、計画に位置付けた方針の達成および課題の解消を着実に進めるため、国が制度化
したものです。毎年度実施する「進捗評価」、5年に1回実施する「中間評価」、計画期間最終
年度に実施する「最終評価」があります。

今回は進捗評価です。資料2の「令和６年度進行管理・評価シート（案）」を確認していただ
き、ご意見等ございましたら協議会にてご発言ください。
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<進行管理・評価の流れイメージ>

案件1 令和6年度進行管理・評価シート 説明

計画記載事項の進捗評価

・計画に記載すべき事項（運用指針）に基
づき、必須評価項目と任意評価項目を
設定

・定量化が可能な項目については、定量的
評価指標を設定

・進捗上の課題や改善事項など

・進捗状況評価の総括等を踏まえ、計画に
位置付けられた課題の改善や方針の達
成状況等、取組みの成果を評価

方針達成状況（効果）の評価

波及効果の評価

代表的な事業の質の評価

・認定計画に基づく施策と他の施策間の連
動等による、多方面におけるまちづくり
の効果について、プロセスと成果、達成
状況を評価

・歴史的風致へ及ぼす影響の大きな代表的
な事業について、プロセスや事業進捗状
況評価の総括等を踏まえ、事業の質を担
保するための工夫等を評価

・有識者による評価

・歴史的風致が総体としてどのように変化
したか、維持向上の達成状況を評価

歴史的風致の維持向上の評価

【進捗評価】（毎年度実施）※令和６年度の事業の進捗評価を行います

自治体の自己評価 外部評価等

国への報告・ヒアリング（評価結果の報告を踏まえた助言・指導）
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（自己評価の妥当性等
の確認）
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【最終評価/中間評価】※今年度はございません

歴史的風致維持向上計画の進行管理・評価とは

裏面へ

資料１

R7.3.21開催



令和７年３月２１日 協議会にて、委員より意見聴取
→意見等の反映・修正

３月～４月 実績の追記

５月３１日 進行管理・評価シート 国への提出期限

６月頃 国から修正意見・記載内容の調整
→進行管理・評価シートの確定

7月頃 進行管理・評価シートを市のホームページで公表

今後のスケジュールについて


